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情報化推進による活力ある地域社会実現のためのプログラム（案）―【背景と課題】― 
 
・ 「情報公開法」  
    Ｈ11.５月成立 

・「ＰＦＩ推進法」 
    Ｈ11.7 月成立 

【情報化推進上の課題】 
１．情報化推進計画の策定による 

  情報化の対象領域のテーマ検討と合意形成 

    <期待効果> 

  ・所管部門でのスムーズな事業推進⇔「住民生活の情報化」「地域産業の情報化」 
  ・職員の情報リテラシーの向上 
  ・住民とのコンセンサス作り 
２．ネットワーク化など情報通信基盤の整備  
・情報システムの将来構想と計画期間における開発に整合性をもたせると共に 
 全庁的かつ広域的・効率的に進めることが重要。 

３．技術進歩への対応 
  ・外部コンサル活用。アウトソーシングの検討。また、広く民間部門の幅の広い参加と

４．個人情報保護の課題の確立と再検討     
  １）広域的窓口サービスの推進上、個人情報保護は不可欠。 
  ２）オンラインによる他団体との結合禁止はネットワークによる広域行政サービスを不

３） 市民とのネットワークによる情報交流の阻害・非効率化の要因となる。 
５．情報リテラシー教育の推進 
１） コンピュータアレルギーの解消 
２） 情報の活用能力の育成 
３） 情報モラルの向上  
（１） 情報発信による社会への影響の理解  
① 住民とのコミュニケーションの双方向化 
② 情報の共有化 
③ 情報受発信のパーソナル化 

（２） 情報及びプログラムの著作権に関する基礎的知識 
（３） システムの脆弱性に対する理解 
（４） プライバシーの保護 
（５） データの不正防止策 
        （「地域情報化推進に関する指針」（H9.7 自治省）参照、  

 政ニーズの顕在化 
の公開・提供・発信     
口サービスの展開 
新しい情報交流の場づくり 
業振興、既存産業の情報化 
まざまな機能の情報ネットワーク化 
の住民（市民・企業市民）にとって望ましい情報利用とコミュニケーシ

もたらす変化 
業、団体、住民がそれぞれ主体性ある情報の発信が可能となる。 
間、場所の制約を超えてコミュニケーションができる。 
な分野ごとに、情報交流が可能となる。 
め、多くの関係者が参加できる。 
越えて、他の地域との情報交流が可能となる。 
蓄積が容易となり、関心のある情報を容易に選択できる。 

Ⅰ.情報化の進展 

 
11年度通信白書より抜粋 
・「改正住民基本台帳法」 
    Ｈ11.８月成立  
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情報化推進による活力ある地域社会実現のためのプログラム（案）―【電子化と協働をバネとして○○○からの提案】― 

       
 
        【目標】 

 
        【指針】 

 
 
 
 
 
 
        【推進内容】 

                           【情報化の前提整備】 

                     
                                               
                             
                          【協働によるビジョン形成】 

  【別紙「実現プログ

１） メインプログラム 
 ■「発信イメージ・デザイン設計」 
 仮想空間上にコミュニティイメージを協働形成することにより現実のコミュニティ

づくりを先導する    －イメージ先導プログラム－ 
 

２） サブプログラム 
 ■「双方向コミュニケーションのしくみ設計」 
・ 住民の声の収集のしくみ 
・ 情報の提供のしくみ 
・ 情報の公開のしくみ          【電子化と協働のしくみ形成】 
・ 情報の生産のしくみ 

 

本提案の基本コンセプト
コンセプトを考慮した全体像は以下のとおりです。

コミュニティイメージ形成

　　　（対内的イメージ）

評価

再評価によるイメージ拡張

仮想空間

現実空間

地域実態

協働のイメージづくり
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対外的イメージ

本提案の基本コンセプト
コンセプトを考慮した全体像は以下のとおりです。

コミュニティイメージ形成

　　　（対内的イメージ）

評価

再評価によるイメージ拡張
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対外的イメージ

協働の仕組みの下地づくり 

発 のしかけづくり 
デ は、システム内容は、体制、予算

は

「次世代地域情報化ビジョン」 
  ～ＩＣＡＮ２１構想～（電気通信審議会最終報

告） 

東京における情報化ビジョン（中間報告） 地方公共団体における行政情報化の推進に

査研究会報告書－行政情報化の戦略的推進

て－ 
（自治省） 
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ＳＴＥＰ１ 
ＳＴＥＰ２ 

区民／企業参加のしかけづくり 
情報の整理、コンテンツの検討 

職員への情報リテラシー 
情報の電子化 

プログラム推進のフロー 

信のため

ータ形式

 

ラム１．２．参照】
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情報化推進による活力ある地域社会 ラム（案）―実現プログラム１― 

【実現プログラム】―ＳＴＥＰ１－ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ＩＳＯ取得 進する（情報化の前提の整備）

【詳細は別紙「ＩＳＯ推進プログラム参照】 

ージ作成コンテスト」 

の審査によりしくみ構築を推進―協働のビジョン形成へー 

通産省、郵政省、建設省等 補助金事業の採用検討と活用

街並み・まちづくり総合支援事業 組みとポイ

１．構成 

１）「街並み・まちづくり支援施設整備事業  …中心的事業 

２）「街並み・まちづくり支援基盤整備促進 」…通常（基幹）

困難な場合に

３）「街並み・まちづくり特定事業調査」   

  …①「特定商業集積法」、「中心市街地法 基づく基本計画

   ②市民のまちづくり活動を促進するモ 的、パイロット

 の３つの部分から構成されています。

◆「街並 ちづくり特定事業調査」 旨 

 街並み づくり総合支援事業には 設の整備という

ちづくり 発展に資する「ソフトな 」についても援

 これは み・まちづくり総合支 業」の本質的な目

整備に止 、地方公共団体のまちづ 行政を育成し、

果たして とを総合的に支援するこ あるからです

 街並み づくり特定事業調査の補 、①特定商業集

査と、② くり活動支援に関する 大別されますが

主として づくり活動支援に関する 」の部分が対応

共団体で

 「まち 活動支援に関する調査」 、市民参加や住

動を中心 マとして、これらの活動 援する体制づくりを目的とした調査や、新しい

先進的な みの実験などを実施する に活用されています。事業地区のハード面の整

備計画の 、地方公共団体の定常的 として行う調査費を対象とするものではありま

せん。 

 つまり 調査費補助の趣旨は、市

共団体（ て市町村）のまちづくり

的な取り 国として応援することに

になるよ モデル性、パイロット性

 

事業主体と補助率 

 支援施設整備事業の事業主体は、地方公共団体、住宅・都市整備公団又は地域振興整備公団のほか、地方公共団体を通じての間

接補助により、公社や第３セクター（公団又は地方公共団体の出資又は拠出によって設立された法人）、組合（市街地再開発組合、

土地区画整理組合、商店街組合等）、民間（地権者や宅地開発事業者等）でも補助を受けられます。これらのうち、支援施設整備

事業の中心的な事業主体として想定されているのは、区市町村です。 

 なお、地方公共団体以外の者については、センター施設が第３セクターに限られているなど、一部補助対象とならないものがあ

ります。 

国による補助率は、３分のｌです。 

 

コンテストによる協働の実践 

【実現プログラム２へ連携】 

。

ＩＳＯ１４００１取得を目指 体の目標。

業内容とスケジュール（案） 
 ●作業内容 
    ・企画： 
      地域情報化、地域コミュニティビジョン形成に資する企画作成 
    検討会議 （コンセプト整合）例  
    開催マニュアルの作成、運営体制の作成、 告知計画（各方面への告知、パブリシティ等） 

  ・事務局運営： 
      告知・応募受付・審査・審査手配・発表 など、運営のために必要な事務作業一式、コンテスト用ＨＰ運営 
    ・告知 
      チラシ、ポスターの制作、チラシ、ポスターの配布作業、（駅貼りポスター掲載手配含む） 
     ※告知媒体によって予算に大幅な開きがあるので基本的には千代田区発行の誌面で告知する。 

     ・教室運営： 
       指導員確保・テキスト作成、教室＆機材手配、 
  ●スケジュール例： 
   ・準備期間 1999年 9月～            ・告知期間 1999年 10月～ 
の仕
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を持った形で進められる地方公

図るという目標のもとに、効果

開されるまちづくり行政の参考

支援しようとするものです。 

   ・応募受付 1999年 11月 1日～1999年 11月 30日 ・審査期間 1999年 12月 1日～ 
   ・発  表  2000年 1月             ・授賞式   2000年 2月 
み・ま

・まち

行政の

、「街並

まらず

行くこ

・まち

まちづ

「まち

す。

づくり

 

的テー

取り組

作成や

、この

主とし

組みを

うな、



 
 
 
 

情報化推進による活力ある地域社会実現のためのプログラム（案）―実現プログラム２― 

【実現プログラム】―ＳＴＥＰ２－ 
■通産省「地域情報化のための調査」（Ｈ１１年度） ・「地域総合情報化支援システム整備事業」（Ｈ１０年度１次補正） 
   「生活空間情報化システム開発事業」（Ｈ１０年度３次補正） ・「中心市街地に於ける先進的情報技術導入推進事業」

   「先進的アプリケーション基盤施設整備事業」 ・「先進的情報通信ｼｽﾃﾑﾓﾃﾞﾙ都市構築事業」（郵政省との共管） 
■郵政省「マルチメディア街中にぎわい創出事業」 ・「地域ｲﾝﾄﾗﾈｯﾄ基盤整備事業」 ・「ﾃﾚﾜｰｸｾﾝﾀｰ施設整備事業」 
   「ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ・ﾊﾟｲﾛｯﾄﾀｳﾝ構想」（都市ｺﾐｭﾆﾃｨ研究成果展開事業）  
■自治省「リーディング・プロジェクト」（「広域的連携による地域活性化」事業他） ・「地域情報通信基盤整備事業」（「地

域活力創出プラン」） ・「全国の小中高等学校等のインターネット接続」 ■建設省「次世代都市整備事業」、  
■ 厚生省「総合データバンク事業」 ■国土庁「生活空間倍増戦略プラン」（地域戦略プラン）     

地域情報化ビジョンの協働形成 

【ＳＴＥＰ１から連携】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「○○区地域情報化ビジョン」策定調査 （案） 

１．○○区の地域情報化に関わる現状の整理 

（１）○○区の社会経済構造等の現状 

  ①地域の概況  ②地理的（交通）条件  ③人口動態  ④産業動向  ⑤人口流出  ⑥主な拠点  ⑦都市基盤整備 

（２）地域情報化の現状 

  ①庁内ＬＡＮ、ＨＰ、防災無線、その他  ②情報化の動向と展望（全国） 

（３）関連する諸構想・諸計画の概要 

  ①郵政省、自治省  ②東京都長期計画、地域情報化ビジョン  ③○○田区基本計画、実施計画  ④○○田区地域情報化基本計画 

２．○○区の地域情報化の基本コンセプト                                           

 （１）地域情報化における課題の整理 

   ①地域の一体感、アイデンティティの確立  ②ＳＯＨＯの街づくり推進   ③企業とのネットワークの推進 

   ④高齢者・障害者福祉の充実   ⑤地域の公共施設の広域利用の促進  ⑥地域の社会的一体性への対応  

   ⑦住民参加の推進と情報公開   ⑧地域の都市基盤、都市サービスの格差の是正 ⑨行政の情報化と効率化の推進   

   ⑩情報化教育の推進と学校ネットワークの整備  ⑪生涯教育の充実と（広域）ネットワーク化   ⑫（広域）防災体制の確立   

  （２）地域情報化の基本コンセプト 
３ 地域情報化プロジェクトの提案 
 野ごとシステムの提案 
４ 先進的情報通信システムモデル都市構築事業の可能性の検討 
 重点整備プロジェクトの選定  （２）重点整備プロジェクトによる地域行政サービスの内容 （３）事業化に向けて 

（平成８年３月作成） 

◆広域行政に関する意義と動向 
１． 広域連携に向けたニーズ 
・ 介護保険制度導入対応 ・環境保全対応 
・ 災害時の相互協力   ・ゴミ処理対応 

  ・社会資本整備     ・住民生活サービス 
  ・技術協力等産業・経済基盤の広域的強化育成 
・ 地方分権、行財政改革を背景とした事業・行政 

組織の効率化への対応 
２． 広域連携に向けた制度環境 
  ・広域連合制度  ・「広域連携による地域活性

化」事業 他 
 ３．ＣＡＴＶの活用検討 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

．○○区

  ・分

．（例）

 （１）



 
 
 
 
 

情報化推進による活力ある地域社会実現のためのプログラム（案）―参考資料― 

  
  
  

「次世代地域情報化ビジョン ～ＩＣＡＮ 21構想～」（１９９８ 月２１日、電気通信審議会答申） 
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